
参考資料３ 

新成長戦略（基本方針）（平成 21 年 12 月 30 日閣議決定）（抄） 

 

１.「新需要創造・リーダーシップ宣言」 

（中略） 

 

（課題解決型国家を目指して：二つのイノベーション） 

第一の課題は、地球温暖化（エネルギー）対策である。世界最高水準

の低炭素型社会の実現に向けて社会全体が動き出すことにより、生活関

連や運輸部門、まちづくりなど幅広い分野で新しい需要が生まれる。 

 

第二の課題は少子高齢化対策である。「子育てに安心」、「心身とも

に健やかで長寿を迎えたい」という人類共通の目標を達成するため、健

康大国日本の実現を目指す。こうした課題への処方箋を示すことが、社

会変革と新たな価値を育み、結果として雇用を創り出す。 

 

日本が世界に先駆けて課題を解決する「モデル国」となることは、我

が国の研究開発力や企業の体質の強化に直結する。需要の創造と供給力

の強化の好循環を作り出すことが、デフレ脱却に欠かせない。 

 

こうした体制を作り出す政府の役割も成長戦略の鍵となる。「グリー

ン・イノベーション」、「ライフ・イノベーション」などを戦略的なイ

ノベーション分野として人材育成や技術開発を後押しするほか、需要を

創造する、同時に、利用者の立場に立った、社会ルールの変更に取り組

む。そして、政府は新たな分野に挑戦する人々を支援する。財政措置に

過度に依存するのではなく、国内外の金融資産の活用を促しつつ、市場

創造型の「ルールの改善」と「支援」のベストミックスを追求する。 

 

（中略） 

 

 



２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

２．６つの戦略分 

日本は、世界に冠たる健康長寿国であり、環境大国、科学・技術立国、治

安の良い国というブランドを有している。こうした日本が元来持つ強み、個

人金融資産（1,400 兆円）や住宅・土地等実物資産（1,000 兆円）を活かし

つつ、アジア、地域を成長のフロンティアと位置付けて取り組めば、成長の

機会は十分存在する。また、我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊

富な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。さらに、科

学・技術、雇用・人材は、成長を支えるプラットフォームであり、持続的な

成長のためには長期的視点に立った戦略が必要である。 

以上の観点から、我が国の新成長戦略を、 

・ 強みを活かす成長分野（環境・エネルギー、健康）、 

・ フロンティアの開拓による成長分野（アジア、観光・地域活性化）、 

・ 成長を支えるプラットフォーム（科学・技術、雇用・人材） 

として、2020 年までに達成すべき目標と、主な施策を中心に方向性を明確

にする。 

 

２．6 つの戦略分野と主な早期実行プロジェクト 

（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「世界最高の技術」を活かす） 

【2020 年までの目標】 

『50 兆円超の環境関連新規市場』、『140 万人の環境分野の新規雇用』、『日本の

民間ベースの技術を活かした世界の温室効果ガス削減量を 13 億トン以上とするこ

と（日本全体の総排出量に相当）を目標とする』 

【主な施策】 

●電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギーの普及 

●エコ住宅、ヒートポンプ等の普及による住宅・オフィス等のゼロエミッション化 

●蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化など、革新的技術開発の前倒し 

●規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッケージを活用した低炭素社

会実現に向けての集中投資事業の実施 



我が国は高度成長期の負の側面である公害問題や二度にわたる石油危機を

技術革新の契機として活用することで克服し、世界最高の環境技術を獲得す

するに至った。 

ところが今日では、数年前まで世界一を誇った太陽光発電が今ではドイ

ツ・スペインの後塵を拝していることに象徴されるように、国際競争戦略な

き環境政策によって、我が国が本来持つ環境分野での強みを、必ずしも活か

すことができなくなっている。 

（総合的な政策パッケージにより世界ナンバーワンの環境・エネルギー大国

へ） 

気候変動問題は、もはや個々の要素技術で対応できる範囲を超えており、

新たな制度設計や制度の変更、新たな規制・規制緩和などの総合的な政策パ

ッケージにより、低炭素社会づくりを推進するとともに、環境技術・製品の

急速な普及拡大を後押しすることが不可欠である。 

したがって、グリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）の促進

や総合的な政策パッケージによって、我が国のトップレベルの環境技術を普

及・促進し、世界ナンバーワンの「環境・エネルギー大国」を目指す。 

このため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築

や意欲的な目標の合意を前提として、2020 年に、温室効果ガスを 1990 年比

で 25％削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャレンジ２

５」の取組を推進する。 

 

（グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進） 

 電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギー（太陽光、風

力、小水力、バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融資の促

進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経済社会を低炭素型に革新する。 

 安全を第一として、国民の理解と信頼を得ながら、原子力利用について着

実に取り組む。 

 蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの低消費

電力化など、革新的技術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシフトの推

進、省エネ家電の普及等により、運輸・家庭部門での総合的な温室効果ガス



削減を実現する。 

 電力供給側と電力ユーザー側を情報システムでつなぐ日本型スマートグ

リッドにより効率的な電力需給を実現し、家庭における関連機器等の新たな

需要を喚起することで、成長産業として振興を図る。さらに、成長する海外

の関連市場の獲得を支援する。 

 リサイクルの推進による国内資源の循環的な利用の徹底や、レアメタル、

レアアース等の代替材料などの技術開発を推進するとともに、総合的な資源

エネルギー確保戦略を推進する。 

 

（快適性・生活の質の向上によるライフスタイルの変革） 

エコ住宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡大や、ヒートポンプの普及拡

大、LED や有機 EL などの次世代照明の 100％化の実現などにより、住宅・オ

フィス等のゼロエミッション化を推進する。これはまた、居住空間の快適性・

生活の質を高めることにも直結し、人々のライフスタイルを自発的に低炭素

型へと転換させる大きなきっかけとなる。 

こうした家庭部門でのゼロエミッション化を進めるため、各家庭にアドバ

イスをする「環境コンシェルジュ制度」を創設する。 

 

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化） 

 日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都市」としていくため、

中長期的な環境基準の在り方を明らかにしていくとともに、都市計画の在り

方や都市再生・再開発の在り方を環境・低炭素化の観点から抜本的に見直す。 

 老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル

等の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や支援策を

講じる。 

 

（地方から経済社会構造を変革するモデル） 

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネル

ギーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイクルの徹底、

情報通信技術の活用、住宅等のゼロエミッション化など、エコ社会形成の取



組を支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政

策パッケージを活用しながら、環境、健康、観光を柱とする集中投資事業を

行い、自立した地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する第一歩

を踏み出す。 

 これらの施策を総合的に実施することにより、2020 年までに 50 兆円超の

環境関連新規市場、140 万人の環境分野の新規雇用、日本の民間ベースの技

術を活かした世界の温室効果ガスの削減を 13 億トン以上とすること（日本全

体の総排出量に相当）を目標とする。 

（中略） 

 

フロンティアの開拓による成長 

（３）アジア経済戦略  

～「架け橋国家」として成長する国・日本～ 

（中略） 

 

（日本の「安全・安心」等の制度のアジア展開） 

また、アジア諸国が経済・社会のセーフティネットをより厚いものにする

ために、日本の「安全・安心」の考え方が貢献できる部分は大きく、経済成

長の基盤ともなる。環境分野や製品安全問題等にかかる日本の技術や規制・

基準・規格を、アジア諸国等とも共同で国際標準化する作業を行い、国際社

会へ発信・提案することなどにより、アジア諸国の成長と「安全・安心」の

普及を実現しつつ、日本企業がより活動しやすい環境を作り出す。また、ス

マートグリッド、燃料電池、電気自動車など日本が技術的優位性を有してい

る分野においては、特に戦略的な国際標準化作業を早急に進める。食品にお

いても、流通の多様化・国際化等を踏まえ、アジア諸国とも共同しつつ、食

品安全基準の国際標準化作業等に積極的に貢献する。 

 

 

（日本の「安全・安心」等の技術のアジアそして世界への普及） 

その上で、環境技術において日本が強みを持つインフラ整備をパッケージ



でアジア地域に展開・浸透させるとともに、アジア諸国の経済成長に伴う地

球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験をアジアの持続可能な成長のエ

ンジンとして活用する。具体的には、新幹線・都市交通、水、エネルギーな

どのインフラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援に官民あげて取り組む。

同時に、土木・建築等で高度な技術を有する日本企業のビジネス機会も拡大

する。さらには、建築士等の資格の相互承認も推進し、日本の建設業のアジ

ア展開を後押しする。これらにより日本も輸出や投資を通じて相乗的に成長

するという好循環を作り出す。また、日本の「安全・安心」の製品の輸出を

促進するとともに、インフラ・プロジェクトの契約・管理・運営ノウハウの

強化に取り組む。これらの取組は、アジアを起点に広く世界に展開していく。 

（中略） 

 

（４）観光立国・地域活性化戦略  

～観光立国の推進～ 

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札） 

我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を有してお

り、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は雪

を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーまで

日本の文化面に関心を持ち、朝の築地市場など生活文化への関心も高く

なっている。このように、日本を訪れる外国人の間では、国によって訪

れる場所や楽しむ内容に大きな相違があるが、その多様性を受け入れる

だけの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコツ

ーリズム、グリーンツーリズム、産業観光など観光資源が豊富にあり、

外国人のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供する

ことができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、

人口減少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内

外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活

用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。 

 



３．豊かな国民生活の実現を目指した経済運営と今後の進め方 

（中略） 

 

（２）新たな成長戦略の取りまとめに向けた今後の進め方  

 

本「基本方針」に沿って、来年初めから有識者の意見も踏まえる形で以下

のような「肉付け」を行い、その結果も踏まえて、「成長戦略策定会議」に

おいて、2010 年６月を目途に「新成長戦略」を取りまとめることとする。 

 

（目標・施策の具体化・追加） 

２．に掲げた各戦略分野について、「国民の声」も踏まえつつ、①需要創

造効果、②雇用創造効果、③知恵の活用（財政資源の有効活用）等の視点か

ら、目標設定、施策の更なる具体化や追加などについて検証を行うとともに、

新たに明らかになった課題について、その解決に向けた方策を徹底的に検討

する。 

 

（「成長戦略実行計画（工程表）」の策定と政策実現の確保） 

政策は「実現」してこそ意味がある。 

本「基本方針」に盛り込まれた目標・施策に加えて、上述の「目標・施策

の具体化・追加」を行った上で、「新成長戦略」の取りまとめ時に、国家戦

略室において「成長戦略実行計画（工程表）」を策定する。その際、2010 年

内に実行に移すべき「早期実施事項」、今後４年間程度で実施すべき事項と

その成果目標（アウトカム）、2020 年までに実現すべき成果目標（アウト

カム）を時系列で明示する。 

加えて、「成長戦略実行計画（工程表）」を計画倒れに終わらせずに確実

に実現するため、「政策達成目標明示制度」（「予算編成等の在り方の改革

について」（平成21 年10 月23 日閣議決定））に基づく、各政策の達成状

況の評価・検証を活用する。 


